
当日配布資料-1 

 
 
 
2018.5.31 共通番号いらないネット学習会 

医療分野へのマイナンバー制度導入はどうなっているか? 

―保険証資格のオンライン確認を通して― 

講師：東京保険医協会 吉田章 

 
 
1. 【参考】ICT 化による医療費適正化効果の将来推計＜電子カルテ、EHR、遠隔医療システム（健康管

理サービス）＞ 

「医療分野の ICT 化の社会経済効果に関する調査研究 ～報告書～ 」ｐ.101 総務省情報通信国際

戦略局情報通信経済室 2012.3 
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_02_houkoku.pdf 

2. 医療等分野での番号の活用に関する議論の全体像（中間まとめ） 

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 中間とりまとめについて」p.3 厚生労働省 

2015.2.18 
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000342858.pdf 
3. 医療等分野における識別子（ID）の活用（イメージ） 

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要）」p.4 厚生労働省情報政策担

当参事官室 2015.12 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakai
hoshoutantou/0000111017.pdf 

4. 被保険者番号の活用可能性 

「オンライン資格確認等について」(2017 年版) p.5 厚生労働省保険局 2017.11.18 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakai
hoshoutantou/0000183858.pdf 

5. データヘルス改革の基盤整備（被保険者番号の個人単位化・オンライン資格確認） 

「厚生労働省が進めるデータヘルス改革の取組状況」p.9 厚生労働省政策企画官（情報化担当参事官

室） 2018.2.2 
https://www.jahis.jp/files/user/02_katsudo%26hokoku/07%20H29%E5%B9%B4%E5%BA%A6_%
E3%80%90%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%80%91%E5%8E%9A%E
7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%82%81%E3%
82%8B%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%94
%B9%E9%9D%A9%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E7%8A%B6%E6%B3%81.pdf 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_02_houkoku.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000342858.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05
https://www.mhlw.go.jp/file/05
https://www.jahis.jp/files/user/02_katsud


6. 医療等分野の情報連携の利用場面（ユースケース） 

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要）」p.10 厚生労働省情報政策

担当参事官室 2015.12 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakai
hoshoutantou/0000111017.pdf 

7. 医療等分野の ICT 化の主な取組 

「総務省における医療等分野の ICT 利活用について」p.2 総務省 2016.10 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_iryokaigo_dai1/siryou
5.pdf 

8. （参考）第７回未来投資会議（H29.4.14）厚生労働大臣発表資料（抜粋） データヘルス改革－ICT・

AI 等を活用した健康・医療・介護のパラダイムシフトの実現－ 

「総務省が推進する医療 ICT 政策について」p.13 総務省情報流通行政局情報流通高度化推進室 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000518773.pdf 

9. ①クラウド型 EHR 高度化補助事業 
「総務省における医療等分野の ICT 利活用について」p.3 総務省 2016.10 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_iryokaigo_dai1/siryou
5.pdf 

10. 「医療ビッグデータ提供へ始動 個人の情報、業者が集約」（抄録） 朝日新聞 DIGITAL 2018.4.22、
紙媒体掲載 2018.4.22 
https://www.asahi.com/articles/ASL4P7S7BL4PUBQU00R.html 

11. マイナンバー制度と医療 吉田章 

「診療研究」523 号東京保険医協会 p.29 2016.12  
（雑誌紹介：https://www.hokeni.org/category/shinryokenkyu/） 

12. 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要） 

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要）」p.1 生労働省情報政策担当

参事官室 2015.12 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakai
hoshoutantou/0000111017.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_iryokaigo_dai1/siryou
http://www.soumu.go.jp/main_content/000518773.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_iryokaigo_dai1/siryou
https://www.asahi.com/articles/ASL4P7S7BL4PUBQU00R.html
https://www.hokeni.org/category/shinryokenkyu/
https://www.mhlw.go.jp/file/05
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４．結果総括 

【参考】 ICT化による医療費適正化効果の将来推計 
 ＜電子カルテ、EHR、遠隔医療システム＇健康管理サービス（＞ 

 前出の前提に基づくと、各システム・サービスの普及率は、2020年度の時点でそれぞれ 33.1％＇電子カルテ（・9.4％＇EHR（・
19.3％＇遠隔医療システム（・9.0％＇健康管理サービス（ となる。 

 これにより、合計で3,698.7億円の医療費適正化効果が見込まれる。 



医療等分野での番号の活用に関する議論の全体像（中間まとめ）  

○番号法の目的（法第１条） 
・行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号を活用し

て、効率的な情報の管理と利用、他の行政事務を行う者と
の間で迅速な情報の授受ができるようにする 

・これにより、①行政運営の効率化と行政分野での公正な給
付と負担の確保、②手続きの簡素化など国民の利便性の向
上が得られるようにする 

○利用範囲（法別表） 
・医療保険・年金の給付、保険料の徴収 
・雇用保険等の資格取得・確認、給付 
・生活保護、児童扶養手当等の福祉分野 等 

医療保険のオンラインでの資格確認 
※保険者はマイナンバーで資格情報を管理するので、
資格確認手続きのうち保険者でマイナンバーを活用 

予防接種の履歴管理 
市町村での接種歴の管理、本人への通知等 

・行政機関・保険者は住所情報や保険資格情報を個人番号で管理 
・社会保障・行政サービスの向上・効率化に資する 

現行の番号法の枠組みの中で、行政機関・保険者
がマイナンバーを用いることについて検討 

保険者間の健診データの連携 
資格異動時での特定健診など健診データの連携 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」（平成25年法律第27号） 

医療機関・介護事業者等の連携 
（地域レベル、複数地域間での連携） 

・病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用 
・救急医療で他医療機関での過去の診療情報を確認 
・医療・介護従事者が連携して地域包括ケアを実現 

健康・医療の研究分野 
（コホート研究、大規模な分析） 

本人への健康医療情報の提供・活用 
（ポータルサービス） 

医療等分野の個人情報の特性を考慮し、オンライン資格確
認のインフラの活用を含め、個人情報保護を含めた安全性
と効率性・利便性が確保された仕組みを検討 

【番号制度のインフラとの関係】 
・現行の番号法の枠組み（目的規定）は、行政機関等がマイナンバーを用い

ると規定。医療機関等でマイナンバーを用いることは想定していない 

・番号制度では、保険者が資格情報をマイナンバーと紐づけて管理。保険者
が資格情報を用いる場合など、安全で効率的な情報連携とするため、番号
制度のインフラの活用も必要 

・マイナンバーとは別に見える番号を発行するのはコストがかかる。電磁的
な符号のほうが、安全性の確保と二重投資を避ける観点から望ましい 

・番号・符号が重複しないよう、住民票コード又はマイナンバーから変換す
る方法等により生成し、利用を希望する者が使う仕組みが必要 

・医療情報の第三者提供は本人同意が前提。個人ごとに情報の提供範囲が異
なりうるので、一律な情報照会と回答が難しい 

医療等分野での番号（電磁的符号を含む）※ を用いた情報連携 

※いずれの利用場面も医療機関等ではマイナンバーは用いない 

※全国がん登録への活用は突合事務等の実務的な課題を検討 

※マイナンバーに限定しない 

※いずれの利用場面も医療機関等ではマイナンバーは用いない 

３ 



2015年(H27年)
10月

2016年(H28年)
1月

2017年(H29年)
7月頃

2018年(H30年)以降 2019年(H31年) 2020年(H32年)

医療等分野における識別子（ＩＤ）の活用（イメージ）
○ 医療等分野の識別子（ＩＤ）については、マイナンバー制度のインフラと既存の医療保険のインフラをうまく活用して、

効率的で安全な情報連携のインフラを整備していく。

●マイナンバーの通知
●自治体等の情報連携開始

※ 27年常会でマイナンバー法改正案が成立

○システム改修やネットワーク接続などインフラの構築

○データの標準化・普及推進

オンライン資格確認の段階的な導入を目指す
(平成29年７月の自治体等の情報連携開始以降）

我が国は国民皆保険なので、医
療保険の資格確認の仕組みを作
れば、医療連携にも活用できる

予防接種の履歴の共有
（市町村間での接種歴の連携）

保険者での健診データの管理
（資格異動時に特定健診データを円滑に引継ぎ）

●番号利用開始

ステップ１ 行政機関における医療分野での利用拡充

ステップ２ 医療保険システムの効率化・基盤整備

医療保険のオンライン資格確認
番号制度のインフラを活用して、保険者と医療機関の
間で、患者の資格を効率的に一意的に確認するネット
ワークを構築

ステップ３ 医療連携や研究分野にＩＤを活用

医療機関・介護事業者等の連携
（地域レベル、複数地域間での連携）

・病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用
・救急医療で他医療機関での過去の診療情報を確認
・医療・介護従事者が連携して地域包括ケアを実現

本人への健康医療情報の提供・活用
（ポータルサービス）

健康・医療の研究分野
（コホート研究、大規模な分析）

4



被保険者番号の活用可能性 

４．制度の縦割りを超えた保健医療データ分析 

１．医療保険事務の効率化 ２．保健医療データの個人向け提供サービス 

３．保健医療情報の連携推進 

データの紐付け 

A健保 
レセプト 

一元的に管理された被保険者番号の履歴を活用すれば、制度の   
縦割りを超えたデータ分析が可能になる。 

被保険者番号の履歴情報 

A健保 
1234… 

B国保 
6789… 

D後期 
3227… 

B健保 
レセプト 

C国保 
レセプト 

C国保 
3527… 

D後期 
レセプト 

1234… 6789… 3527… 3227… 

医療機関 

レセプト請求 

（月に１回） 

保険給付支払い 

オンライン資格確認を含めた資格管理の活用により、資格過誤の減少、
医療保険事務の効率化を図ることができる。 

Ａさん 

①資格情報を送信 

個人単位の資格履歴を活用し、加入者が自らの健診情報等を閲覧する
ことで、行動変容、生活習慣病予防につながる。 

Aさんの 
健診情報等 

②健診情報等を提供 

新被保険者番号の活用で、医療機関・薬局等での情報連携が推進され、 
患者情報の共有により医療の質の向上や適正化等の効果も期待される。 

診療所Ａ 病院 薬局 診療所Ｂ 

ネットワークで患者情報を共有 

保健医療記録
共有サービス 

救急時医療情報 
共有サービス 

Aさんの 
資格情報 

個人単位で管理 

③データを閲覧 
Aさんの 

健診情報等 

被保険者の 
資格履歴 

資格情報 

レセプト 

オンラインで資格情報を  
通知し、資格過誤を低減 

資格過誤が発生した場合でも、
レセプト請求時に審査支払機関
で正しい保険者に請求 

※ 個人単位化された被保険者番号は、医療等分野の情報連携に用いる識別子（ID）としての活用も見込まれる。 

支払基金 
国保中央会 

保険者 

支払基金 
国保中央会 

保険者 

支払基金 
国保中央会 

保険者 

4 



データヘルス改革の基盤整備（被保険者番号の個人単位化・オンライン資格確認） 

 
① 現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位で、保険者による個人の状況把握に課題。 
 また、個人単位でデータを連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。 
② 保険者毎に被保険者番号を付番し、資格管理は保険者ごと。加入する保険が変わる場合、個人の資格情報は 
 引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。 
③ 現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の保険証による受診や、過誤請求が請求時に判明。 
 保険者・医療機関等の双方に負担が発生。 

課題 

 
① 個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を個人単位化。 
② 加入する保険が変わっても資格情報等を連結し管理するため、支払基金・国保中央会が一元的に管理。 
③ 特定健診データについて、加入する保険が変わっても、過去のデータを含めて、マイナポータルを活用し、本人
が閲覧できるシステムを構築。 

④ マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等に 
 オンラインで支払基金・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備（現行の保険証でも対応可）。 

対応方針 

2017年度 
（平成29年度） 

2018年度 
（平成30年度） 

2019年度 
（平成31年度） 

2020年度 
（平成32年度） 

・要件整理、  
 仕様検討 
（調査研究） 

・オンライン資格確認設計開発、 
 段階的運用開始 
・個人単位被保険者番号 
 システム改修準備 

・オンライン資格確認システム開発、 
 段階的運用（順次拡大） 
・保険者システム改修、 
 新保険証順次交付 

・オンライン資格確認の 
 本格運用開始 

スケジュール（検討中） 

平成30年度予算（案）  ４４億円（平成29年度予算繰り越し分（約120億円）との合計約164億円） 
 ・被保険者番号の個人単位化に要するシステム改修 
 ・オンライン資格確認システム構築 
 ・特定健診情報閲覧システム構築 9 



かかりつけ医

介護事業所

在宅療養担当医

薬局

訪問看護ST

病院PMDAや
研究機関等

行政機関

保険者

情報連携のネットワーク

状態にあった質の高い
医療・介護サービスを
効率的に受けられる

自分の健康情報を
活用して健康増進

病院の検査結果を診療に
活用。紹介・逆紹介により、

患者を継続的に診察

診療所等での過去の
診療情報を活かして
救急医療等に対応

治療方針や病状を理解し、
本人の状況・状態に応じた、
より質の高いケアが可能

状態の変化をタイムリーに
把握可能。生活状況が

分かることで、投薬や処置
の効果を把握しやすくなる

保険者による効果的な情報活用、
保険者間の連携により、加入者の

健康増進。医療費も効率化

効果的な情報分析に
よる政策の立案・運営

医療の質の向上のため
の分析研究、医学研究

医療等分野の情報連携の利用場面（ユースケース）

被保険者資格の確実・
効率的な提示と確認

保険者が、加入者の健診データを効果的に活用。加入者の健康増進につなげる。
質の高い医療資源の有効な活用につながり、医療費も適正化される。

保険者間の健診データの連携
（資格異動時の健診データの活用等）

医療保険のオンライン資格確認

医療機関・介護事業者等の連携
（地域レベル、複数地域間での連携）

病院での検査結果をかかりつけ医の診療に活用、患者を継続的に診察。救急医療で、他医療機関での
過去の診療情報を確認、適切な救急医療を提供。医療・介護従事者が連携して地域包括ケアを実現

健康・医療の研究分野
（コホート研究、大規模な分析）

レセプトＮＤＢ（ﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）の活用。コホート研究（追跡研究）、大規模な分析研究を推進。
その成果を医療の質の向上につなげる。行政はデータ分析の結果を政策の立案・運営に活用

受診時の被保険者資格の提示と確認を、オンラインで確実・効率的に行う。
公的医療サービスの公正な利用の確保、請求支払事務の支援・効率化にも資する。

健康医療分野のポータルサービス
（医療健康履歴の確認、予防接種の案内）

国民が自ら健康・医療の履歴や記録を確認できる仕組み（ＰＨＲ）を整備、健康増進に活用。
予防接種等の履歴の確認やプッシュ型の案内が可能になる。

全国がん登録 がんの罹患、診療、転帰等の状況をできるだけ正確に把握・調査研究に活用。成果を国民に還元

①

④

②

③

④

⑤

⑥

⑤

①

③

②

⑥
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2

国民一人ひとりが個人の健康・医療・介護
情報を管理・活用できる情報連携の仕組
み（ＰＨＲモデル）の構築

医療等分野のICT化の主な取組
ＩＣＴによるネットワーク化やデータの利活用を推進するため、以下①～③の取組を実施。
① 医療機関や介護事業者のネットワーク化(EHR：Electronic Health Record) →【主な施策：クラウド型ＥＨＲ構築支援】

② 個人による医療・健康等データの管理・活用（PHR: Personal Health Record) →【主な施策：ＰＨＲモデル構築】

③ ８Ｋ等高精細映像技術を活用したデータ利活用の推進 →【主な施策：８Ｋ等医療データ利活用】

医療機関と介護事業者間や広域の地域医
療圏における情報連携を実現するクラウド
型医療情報連携基盤（ＥＨＲ）の構築を支援

① クラウド型ＥＨＲ構築支援（２０億円） ② ＰＨＲモデル構築（６億円）

８Ｋ等の高精細医療映像データを利活用す
るためのネットワークや診断支援システムの
構築、遠隔医療、病理診断等の実証を実施

③ ８Ｋ等医療データ利活用（１４億円）

●８Ｋ内視鏡開発
●遠隔医療実証
●病理診断実証

●診断支援システム実証

人工知能が
機械学習

●高精細映像データ共有基盤の構築

異常
検出

自治体・企業
（保険者）等

PHRプラットフォーム

母子

医療・介護

・・・健康管理

介護予防

【個人がデータを管理・活
用】

ＥＨＲ

●ＰＨＲサービスモデル研究
●ＰＨＲプラットフォーム技術研究

医療、健診データ
運動・生活データ等

●クラウドＥＨＲ高度化補助事業

診療所病院

レガシー

EHR

中核病院

〈ＸＸ地域医療圏〉

診療所

レガシー

EHR

病院

中核病院

〈ＹＹ地域医療圏〉

クラウド高機能化により双方向かつ
オープンな情報連携を実現

介護施設

診療所
病院

中核病院

〈ＸＸ地域医療圏〉

診療所
病院

中核病院

〈ＹＹ地域医療圏〉

Connect

クラウド
EHR

PIX/PDQ XDS/XCA

薬局

双
方
向
連
携

標準準拠

対象拡大

【レガシーＥＨＲ】片方向の情報閲覧、特定ベンダー、
医療圏に閉じた情報連携、コストメリットの不足 等

高付加価値
ヘルスケア
サービス

引っ越し先
医療機関等

臨床研究
機関等

救急/搬送先

高精細遠隔医療 手術映像提供

映像蓄積

レガシー

EHR

レガシー

EHR
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3① クラウド型EHR高度化補助事業【H28年度補正予算：20億円】

● 医療機関や介護事業者をネットワークでつなぎ、患者の診療情報等の共有を図るための医療情報連携基盤
（ＥＨＲ）は全国各地に約240存在。しかしながら、施設の参加や患者の利用率が低いことや、異なるベンダー間
での連携が図られていないこと等が課題。

● クラウドを活用し、標準に準拠した双方向の情報連携を進めることにより、ＥＨＲの利用価値が向上し、参加施
設や患者の増加につながり、効果的な地域包括ケアや地域を越えた広域のデータ連携が実現。

● このために必要なクラウド型ＥＨＲの整備を行う事業に対して補助を実施。

診療所
病院

〈ＸＸ地域医療圏〉

中核病院

【レガシーＥＨＲ】

診療所

〈ＹＹ地域医療圏〉

レガシー

EHR

Ｅ
Ｈ
Ｒ
高
度
化
支
援
の
実
施

診療所 診療所

病院

■一方向の情報閲覧
－参加病院・診療所からは中核病院の情報を「見るだけ」

■閉じたネットワークによる重いコスト負担
－医療情報ＮＷと介護情報ＮＷは別であり、両システムに
参加すると回線コストは倍増

－ＥＨＲ間の連携は、システムごとに直接接続するために
都度連結コストが発生（加えて、オンプレミスの異なるシ
ステム間の接続は煩雑）

■ＥＨＲごとに異なるデータ管理形式
－医療等データの広域の二次利用が困難

レガシー

EHR

中核病院

[ＸＸネット] [ＹＹネット]

中核病院
介護施設

Connect

クラウド
EHR

PIX/PDQ XDS/XCA

薬局

【クラウド型高機能ＥＨＲ】

診療所病院

〈ＸＸ地域医療圏〉

中核病院

診療所

〈ＹＹ地域医療圏〉

診療所

診療所
病院

中核病院 中核病院

〈ＥＨＲ未実装地域〉

病院

診療所

診療所

情報連携施設の拡大

双
方
向
の
情
報
連
携

歯科

■ 双方向の情報連携実現

■ クラウドの活用、標準準拠により低廉化、データ活用容易化
－薬局や介護施設等も連結（訪問介護・看護の情報も統合）
－ＥＨＲ未実装地域の病院・診療所とも連結しデータを蓄積・活用

標準準拠のデータ連携

レガシー
レガシー

EHR
EHR



地域医療ﾈｯﾄﾜｰｸＡ
の管理⽤のＩＤ

キーとなる識別⼦
見えない電磁的符号

地域医療ﾈｯﾄﾜｰｸＢ
の管理⽤のＩＤ

地域医療ﾈｯﾄﾜｰｸＣ
の管理⽤のＩＤ

地域医療連携⽤ＩＤ（仮称）と
各ネットワークの管理⽤のＩＤが
システムで１対１で対応して管理

医療等分野の識別子（ＩＤ）の体系のイメージ

地域医療連携⽤
ＩＤ（仮称）

見えない電磁的符号

資格確認⽤番号（仮称）
見える番号

保険者を異動しても変わらない⾒える番号。
従来の被保険者番号に代えて、保険資格の
確認やレセプト請求等に⽤いることを想定。

マイナンバー

⽀払基⾦(医療保険)
の機関別符号

見えない電磁的符号

医療保険の加⼊者
の資格情報

社会保険診療報酬⽀払基⾦・
国⺠健康保険中央会

医療保険者
協会けんぽ
健保組合(1431)
国保(1716)、国保組合(164)
後期広域連合(47) 等

⽀払基⾦・国保中央会
の中で１対１で管理

住⺠票コード 電⼦証明書

地⽅公共団体システム
機構（J-LIS）

公的個⼈認証サービス

１対１の関係

住⺠票コードを
変換して⽣成 利⽤機関ごとに異なる

機関別符号を発⾏

※⽀払基⾦の機関別符号と１対１になる「キーとなる
識別⼦」から医療等分野のＩＤを⽣成

※ＩＤの発⾏機関等の仕組みは、関係者と協議しつつ検討

10

キーとなる識別⼦は
原則として変更しない

ネットワーク間の情報連携に活⽤

データ収集に⽤いる
識別⼦（ＩＤ）



医療ビッグデータ提供へ始動 個人の情報、業者が集約
朝日新聞 2018.4.22

○この記事は、著作権があるためインターネット上の配布資料には再録していません。
朝日新聞社のWebサイトに一部が公開されています（抄録：全文アクセスには有料会員登録が必要）
https://www.asahi.com/articles/ASL4P7S7BL4PUBQU00R.html

○記事のリード部分引用

診療録（カルテ）や検査データなど個人の医療情報を集めて企業や研究機関に提供する新制度が５月に始まる。国
が認定した民間事業者が病院などから実名で集約した情報を匿名化して「医療ビッグデータ」として提供する。情報の
漏洩（ろうえい）や悪用を懸念する声もあるが、副作用の発見や新薬の開発、病気の早期診断に役立つと期待されて
いる。

https://www.asahi.com/articles/ASL4P7S7BL4PUBQU00R.html








医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要）

○ 医療等分野の個人情報は、患者と医療・介護従事者が信頼関係に基づき共有しており、病歴や服薬の履歴、健診の結果など、第三
者には知られたくない情報がある。個人情報の取得・利用に当たっては、本人の同意を得るとともに、患者個人の特定や目的外で
使用されることのないよう、必要な個人情報保護の措置を講じる必要がある。

○ 一方、医療等分野の個人情報の適切な活用は、患者へのより安全で質の高い医療・介護の提供に不可欠である。日常の健康管理や
災害時の対応などでも、国民自らが診療・服薬の履歴を把握するニーズも大きい。医療の高度化には医学研究の発展が不可欠だが、
個人の医療データの蓄積を活用することで、医学研究の発展や医療の高度化など社会全体の利益にもつながる。

１．医療等分野の個人情報の特性、情報連携の意義

○ 正しい被保険者資格の提示を確保し、資格確認を確実に行うことは、資格喪失等によるレセプトの返戻事務をなくすとともに、適
切な診療報酬の支払いにより医療サービスの基盤を維持し、公的保険制度の公正な利用の確保のために必要なものである。

○ オンライン資格確認は、ＩＣカードの二重投資を避け、広く社会で利用される情報インフラを安全かつ効率的に活用する観点から、
マイナンバー制度のインフラと医療保険の既存のインフラをうまく組み合わせて、個人番号カードの活用を基本とすることが合理的
である。導入の初期費用や運営コストを精査しつつ、保険者・医療関係者と協議・検討を進め、平成30年度から段階的に導入し、平
成32年までに本格運用を目指して、準備を進めていく必要がある。円滑に導入できるよう、本格運用までの間に、一定期間のテスト
運用も実施する必要がある。

２．医療保険のオンライン資格確認の導入

○ 医療等分野の情報連携に用いる「地域医療連携用ID（仮称）」は、オンライン資格確認と一体的に管理・運営するのが効率的であ
るなど、支払基金・国保中央会が発行機関となることに合理性がある。「地域医療連携用ID（仮称）」は、患者本人を厳格に確認し
た上で利用する観点から、個人番号カードによる資格確認したときに、保険医療機関等に発行する仕組みが考えられる。

○ ただし、個人番号カードを持たない患者も医療連携は必要であり、過渡的な対応として、現在の保険証番号に代えて、保険者を異
動しても変わらない「資格確認用番号（仮称）」を健康保険証で読み取るなど、個人番号カードがない場合でも資格確認できる仕組
みを用意すべき、との意見があった。一方、公的個人認証の仕組みは安全・確実に本人確認を担保できるが、個人番号カード以外の
方法はなりすましを完全に排除できないので、安易に他の方法をとるべきではない、との意見があった。

○ 国民自らが医療情報を活用する目的や意義について成熟した理解も必要であり、教育の場を含め、様々な機会を活用して、国民へ
の周知に取り組むことが求められる。本人の健康や受診歴も把握できるポータルサービスなど、国民自身がメリットを享受できるよ
うな仕組みにつなげていくことで、医療・介護の効率的な提供や保険財政への国民の理解と納得が浸透していくことが期待される。

３．医療等分野の情報連携の識別子（ＩＤ）の体系、普及への取組

1
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